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Ⅰ 
制度の状況及び概要 

平成 20 年度に「超高齢社会

を展望した新たな医療保険制度

体系の実現」を実施するために

後期高齢者医療制度が創設さ

れ、１３年目を迎えました。今

後も人口減少・少子高齢化が進

むとともに、被保険者数は増加

する見込みとなっています。 

後期高齢者医療制度は、県内

の各市町村にご協力を頂きなが

ら各都道府県の後期高齢者医療

広域連合（以下、「広域連合」）

が運営を行っています。 
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１．被保険者数の推移 

（１）令和２年度までの被保険者数の推移（実計値） 

宮城県の後期高齢者医療制度の被保険者数は、令和２年度の年度末には 31４,４５４人

となっています。制度発足当時の平成 20 年度と比較すると、１２年間で 59,508 人（約

23.３％）増加しています。 

年 度 被保険者数 
資格別内訳 

７５歳以上 ６５～７４歳 ※ 

平成 20 年度 254,946 人 246,617 人 8,329 人 

平成 21 年度 263,272 人 255,791 人 7,481 人 

平成 22 年度 267,551 人 260,968 人 6,583 人 

平成 23 年度 270,986 人 265,190 人 5,796 人 

平成 24 年度 278,465 人 273,364 人 5,101 人 

平成 25 年度 282,388 人 277,659 人 4,729 人 

平成 26 年度 287,003 人 282,690 人 4,313 人 

平成 27 年度 292,823 人 288,907 人 3,916 人 

平成 28 年度 299,262 人 295,663 人 3,599 人 

平成 29 年度 304,562 人 301,168 人 3,394 人 

平成 30 年度 312,117 人 308,813 人 3,304 人 

令和元年度 315,667 人 312,297 人 3,370 人 

令和２年度 314,454 人 311,085 人 3,369 人 

※一定の障害がある 65 歳～74 歳の方も、広域連合の認定を受けた場合、制度の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２年間で 

59,508 人の増 

（人） 
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（2）将来の 75 歳以上人口の推移（推計値） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）宮城県の被保険者数の状況（令和３年３月３１日現在） 

 

宮城県の住民基本台帳人口 ： ２，２７３，９０９人 

［ 前年度比 △９，２５５人 （△０．４１%） ］ 

   

宮城県内被保険者数 ： ３１４，４５４人  

［ 前年度比 △１，２１３人 （△０．３８%） ］ 

 

住民基本台帳人口に占める被保険者数の割合 １３．８３％ 

［ 前年度比 ±０% ］ 

年 度 75歳以上人口 

令和 2(2020)年 333,923 人 

令和 7(2025)年 389,640 人 

令和 12(2030)年 431,396 人 

令和 17(2035)年 444,089 人 

令和 22(2040)年 440,745 人 

令和 27(2045)年 432,822 人 

 

(出典) 

国立社会保障・人口問題研究所 

『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018）年推計)』 

宮城県の 75 歳以上人口は、今後もしばらく

増加が続くと予測され、2035 年ごろにピーク

の約 444,089 人となり、その後は減少に転じ

ると見込まれています。 

（人） （％） 
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住民基本台帳人口に占める
被保険者数の割合(％)

1 富 谷 市 4,610        人 52,370         人 8.80  %

2 利 府 町 3,666        人 36,033         人 10.17  %

3 名 取 市 8,677        人 79,459         人 10.92  %

4 大 和 町 3,139        人 28,311         人 11.09  %

5 仙 台 市 124,636   人 1,063,169    人 11.72  %

6 多 賀 城 市 7,439        人 62,154         人 11.97  %

7 岩 沼 市 5,462        人 43,906         人 12.44  %

8 柴 田 町 5,230        人 37,398         人 13.98  %

9 大 衡 村 818           人 5,839           人 14.01  %

10 大 河 原 町 3,302        人 23,518         人 14.04  %

11 東 松 島 市 5,562        人 39,401         人 14.12  %

12 大 崎 市 18,678      人 127,581       人 14.64  %

13 七 ヶ 浜 町 2,718        人 18,379         人 14.79  %

14 亘 理 町 4,948        人 33,416         人 14.81  %

15 色 麻 町 1,105        人 6,605           人 16.73  %

16 石 巻 市 24,137      人 140,068       人 17.23  %

17 塩 竈 市 9,215        人 53,354         人 17.27  %

18 川 崎 町 1,477        人 8,535           人 17.31  %

19 美 里 町 4,199        人 24,098         人 17.42  %

20 村 田 町 1,836        人 10,535         人 17.43  %

21 登 米 市 13,412      人 76,912         人 17.44  %

22 大 郷 町 1,387        人 7,870           人 17.62  %

23 角 田 市 5,002        人 28,022         人 17.85  %

24 涌 谷 町 2,789        人 15,433         人 18.07  %

25 白 石 市 6,004        人 32,889         人 18.26  %

26 加 美 町 4,159        人 22,413         人 18.56  %

27 蔵 王 町 2,206        人 11,632         人 18.96  %

28 南 三 陸 町 2,409        人 12,353         人 19.50  %

29 気 仙 沼 市 12,613      人 60,925         人 20.70  %

30 山 元 町 2,498        人 12,019         人 20.78  %

31 松 島 町 2,829        人 13,594         人 20.81  %

32 栗 原 市 13,706      人 65,419         人 20.95  %

33 女 川 町 1,338        人 6,211           人 21.54  %

34 丸 森 町 2,874        人 12,786         人 22.48  %

35 七 ヶ 宿 町 374           人 1,302           人 28.73  %

合 計 314,454   人 2,273,909    人 13.83  %

住民基本台帳人口被保険者数市　町　村

 

※黄色は令和３年度懇談会実施会場市町村 
 

 

 

（参考）市町村別被保険者数と住民基本台帳に占める被保険者数の割合 
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２．保険料の決定方法 

（１）医療費と保険料 

 医療費は、被保険者が病院などで支払う 「窓口負担（自己負担額）」と保険から給付される

「医療給付費」で構成されています。 この「医療給付費」のうち、約 50％を国と地方自

治体（税金など）で、約 40％を後期高齢者支援金（現役世代の方の保険料）で負担し、

残りの約 10％を被保険者の保険料で負担します。 

  医療給付費の多くが公費と現役世代からの支援金で賄われている医療制度となっています。 

窓口

負担

後期高齢者支援金

（現役世代の方の保険料）

約４０％

国や地方自治体の負担（税金・公債）

約５０％

保険料

約１０％

医療費

医療給付費

（2）保険料率の決定（改定） 

  後期高齢者医療制度の保険料は、広域連合の条例で保険料率を定めて決定します。 

この保険料は、被保険者の所得に応じて賦課される「所得割
しょとくわり

額
が く

（応能分）」と、被保険者

全員が等しく負担する「均等割
きんとうわり

額
が く

（応益分）」から構成され、被保険者一人一人を単位とし

て算定・賦課されます。 

また、２年に一度保険料率の改定を行っており、次回改定は令和４・５年度となります。

その際に、今後２カ年分の医療費を予測し、収支の均衡が図れるよう保険料率を設定しま

す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「賦課のもととなる所得」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算され

る所得の金額（退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除

後の金額）の合計から、基礎控除額を控除した額です（ただし、繰越純損失額は控除されますが、繰

越雑損失額は控除されません。）。 

均等割額

1人当たり
４２，２４０円

賦課のもととなる所得※
所得割率
7.97%

×

令和２・３年度 年間保険料額
（限度額64万円）※100円未満切り捨て

所得割額

 

　　所得割総額
　　（応能分）

保険料

賦課総額

所得割総額

均等割総額

被保険者総数

被保険者の課税対象所得総額

　　均等割総額
　　（応益分）

約1/2

約1/2
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３．保険料の賦課・収納状況 

（１）令和２年度保険料賦課額と収納の状況（令和３年 5 月末時点） 

 保険料の納付方法については、年金から保険料が天引きされる「特別
と く べ つ

徴収
ちょうしゅう

」が原則となり

ます。また、口座振替や直接金融機関等で納付する「普通
ふ つ う

徴収
ちょうしゅう

」もあります。特別徴収分に

ついては、保険料の収納率が 100％となっています。 

賦 課 額（Ａ） 収 納 額（Ｂ） 未納額（Ａ－Ｂ） 
収納率 

（Ｂ）/（Ａ） 

201 億 1,938 万 3 千円 200億2,550万5千円 9,387 万 8 千円 99.53％ 

 うち特別徴収 

131 億 3,964 万 3 千円 

  

131 億3,964万3 千円 

  

   
100.00％ 

 うち普通徴収 

69 億 7,974 万円 

  

68 億 8,586 万 2 千円 

  

9,387万8千円 
98.65％ 

 

（２）令和２年度保険料軽減の状況 

同一世帯内の所得が低い場合や、会社の健康保険などの被扶養者であった方は、保険料

均等割額が軽減されます。令和２年度（令和３年３月異動賦課時）の保険料軽減総額は、

51 億 2,817 万 4 千円です。 

軽減割合等 軽減者数 軽減額 
軽減後の 

均等割額 

均

等

割

額

の

軽

減

種

類 

7.75 割軽減 56,249 人 18 億 4,136 万 7 千円 9,504 円 

７割軽減 54,075 人 15 億 9,889 万円 12,672 円 

5 割軽減 36,779 人 7 億 7,677 万 2 千円 21,120 円 

2 割軽減 34,726 人 2 億 9,336 万 5 千円 33,792 円 

元被扶養者 7.75 割軽減 7,765 人 2 億 5,419 万 5 千円 9,504 円 

元被扶養者 7 割軽減 9,253 人 2 億 7,359 万 3 千円 12,672 円 

元被扶養者５割軽減 4,261 人 8,999 万 2 千円 21,120 円 

合  計 203,108 人 51 億 2,817 万 4 千円     ― 

（均等割額：42,240 円） 

（参考）一人当たりの平均保険料賦課額と軽減後の保険料賦課額（令和２度確定賦課時） 

 

 

 

 
16,180 円の減 

軽減適用 

(軽減前) (軽減後) 

保険料  

62,484 円 

 

保険料  

78,664 円 
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保険料軽減措置のイメージ（妻の年金収入 125 万円以下の夫婦世帯の例） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 均等割額の軽減対象判定基準 

 

 

 

 

  

 

 
 ※給与所得者等とは、①一定額（55 万円）を超える給与収入がある方、②一定額（65 歳未満は 

60 万円、65 歳以上は 125 万円）を超える公的年金収入があり給与所得がない方。 
 
 
 
 

 令和３年度 

 

168万円

夫の年金収入→

225万円 272万円

７割軽減
５割軽減

２割軽減

応益分

【均等割】

応能分

【所得割】

所得割賦課
ライン

１５３万円

33,792円

軽減後の均等割額

12,672円

21,120円

均等割額軽減割合

２割軽減

7割軽減

同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額

43万円+10万円×（給与所得者等（※）の数-1）

以下の世帯

43万円+28万5千円×世帯の被保険者数+10万円

×（給与所得者等の数-1）以下の世帯

43万円+52万円×世帯の被保険者数+10万円×

（給与所得者等の数-1）以下の世帯

５割軽減
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1 割負担で 

区分 I または区分Ⅱの方 

後期高齢者医療限度額適用 

・標準負担額減額認定証 

４．被保険者証 

（１）被保険者証の更新 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

75 歳になる誕生日までに被保険者証（保

険証）が被保険者 1 人に 1 枚交付されます。 

被保険者証の有効期間は１年間となってお

り、1 年ごとに更新されます（毎年８月１日

に更新され、更新手続は不要です）。新しい被

保険者証は、市町村を通じて７月末までに、

皆様のお手元に届くようにしています。 

なお、被保険者証の再発行や返却等の場合

は、お住いの市町村の担当窓口へ届出をお願

いいたします。 

 

※令和３年度の被保険者証はオレンジ色です。 

 

（新） 

（旧）  

負担割合が 3 割負担の方のう

ち、所得区分(適用区分)が現役

Ⅰまたは現役Ⅱに該当する方

や、負担割合が 1 割負担の方

のうち、所得区分(適用区分)が

区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当す

る方は、これらの認定証を医療

機関等の窓口に提示すること

で、支払額をそれぞれの自己負

担限度額に留め、医療費の窓口

負担を抑えることができます。 

 

 ※詳しくは冊子「令和３年度版後期高齢者医療制度のご案内」の P5～6 をご覧ください。 

 

3 割負担で 

現役Ｉまたは現役Ⅱの方 

後期高齢者医療 

限度額適用認定証 
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Ⅱ 
事業概要及び実績 

少子高齢化が進むにつれて、

保険給付費は年々増加していま

す。広域連合では、医療費削減

を図るべく、医療費適正化事業

を行っています。 

また、健康を保持し、病気を

事前に予防するための保健事業

を併せて実施しています。 

さらに、そのほかに後期高齢

者医療制度に関するリーフレッ

トやポスターを作成し、制度の

周知を行う広報事業を展開して

います。 
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１．令和２年度保険給付の状況 

（1）保険給付費について 

  保険給付費は、主に医療給付費及び療養費並びに高額療養費及び高額介護合算などがこれに該

当します。その中でも医療給付費（被保険者の皆様が、医療機関へ自己負担額を医療機関の窓口

で支払い、残りの医療費を広域連合が負担したもの）の割合が最も高く、令和２年度実績では全

体の約 97％を医療給付費が占めています。  

  

 

（2）保険給付費の年度ごとの推移（平成 2４年度～令和２年度） 

 

年 度 
保険給付費 

総額 

H24 年度 

からの増減率 

平成 24 年度 2,148 億円 ― 

平成 25 年度 2,145 億円 -0.14 % 

平成 26 年度 2,166 億円 0.84 % 

平成 27 年度 2,252 億円 4.84 % 

平成 28 年度 2,260 億円 5.21 % 

平成 29 年度 2,336 億円 8.75 % 

平成 30 年度 2,367 億円 10.20 % 

令和 元 年度 2,451 億円 14.11 % 

令和 ２ 年度 2,401 億円 11.78 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇保険給付費は、人口減少・少子高齢

化が進むとともに、年々増加してい

ます。（令和 2 年度は、新型コロナ等

の影響から減少に転じていますが、

増加傾向が続くと予想されます。） 

 

〇また、平成 24 年度の保険給付費は

2,148 億円でしたが、令和 2 年度に

は 2,401 億円となっており、8 年間

で約 11.78％の増となっています。 
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保険給付費等の内訳（令和２年度決算値） 

種  別 内訳種別 件数 保険給付費 

(1)医療給付費 

※1 

医科   5,066,992 件 1,788 億 0,741 万１千円 

歯科 680,954 件 80 億 8,472 万 5 千円 

調剤 3,604,052 件 439 億 2,689 万７千円 

食事療養費 ※3 194,144 件 26 億 1,597 万 3 千円 

医療給付費計 9,351,998 件 2,334 億 3,500 万６千円 

(2)療養費 ※2 

療養費  7,763 件 1 億 6,693 万 4 千円 

はり灸・マッサージ 32,541 件 8 億 0,876 万５千円 

柔道整復 82,255 件 5 億 6,848 万７千円 

療養費計 122,559 件 15 億 4,418 万６千円 

(3)訪問看護療養費  ※4 15,702 件 15 億 0,645 万 5 千円 

(4)移送費  ※5 1 件 8 千円 

(5)審査支払手数料 8,729,591 件 5 億 1,52６万０千円 

療養諸費計 18,219,851 件 2,370 億 0,091 万５千円 

(6)高額療養費 

※6 

高額療養費 249,980 件 18 億 7,626 万 8 千円 

外来年間合算 2,236 件 6,940 万６千円 

(7)高額介護合算 ※7 19,121 件 2 億 5,756 万 7 千円 

高額療養諸費計 271,337 件 22 億 0,324 万 1 千円 

(8)葬祭費 ※8 18,164 件 9 億 0,820 万０千円 

(9)傷病手当金 ※9 1 件 13 万 8 千円 

保険給付費合計 18,509,353 件 2,401 億 1,249 万 4 千円 

（保険給付費は千円未満切捨て処理をしています。） 

※1 被保険者の皆様が医療機関へ自己負担額を医療機関の窓口で支払い、残りの医療費を広域連

合が負担したもの。 

※2  被保険者の皆様が施術機関へ自己負担額または全額を支払い、後日、申請することで、広域

連合が差額分を払い戻したもの。 

※3  食事療養費の件数は、再掲のため医療給付費計に含まれておりません。 

※4  被保険者の皆様が、医師が必要と認めて訪問看護ステーションを利用した場合、自己負担額

以外を広域連合が負担したもの。 

※5  移動が困難な被保険者の皆様が、医師の指示で、転院などの緊急移動費用がかかったときの

費用全額を、広域連合が支給したもの。 

※6  被保険者の皆様が、同一月に医療機関などで支払った自己負担額の合計額が限度額を超えた

場合に、その超えた分を広域連合が支給したもの。 

※7  医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療と介護の両方の自己負担

額を合算し、基準額を超えた場合、超えた分を広域連合が支給したもの。 

※8  葬祭を行った方（喪主）へ 5 万円（1 人当たり）支給したもの。 

※9  給与等の支払を受けている被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑い

のため勤務ができず、給与等を受けることができなかった場合に支給したもの。 
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２．後期高齢者 1 人当たりの年間医療費 

  後期高齢者 1 人当たりの年間の医療費は、下のグラフのとおり令和元年度まで増加傾向でした

が、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大があり、前年度より減少しています。 

令和２年度の宮城県の１人当たりの年間医療費は、全国平均値よりも 8 万 9 千 754 円低くな

っています。これについては、様々な理由が考えられますが、宮城県では、西日本などに比べて

病床数（ベッド数）がやや少ないため、病気になった際に入院治療よりも在宅治療を選択する場

合が比較的多いことなどが理由の一つと考えられます。 

また、過去 10 年間の 1 人当たりの年間医療費の伸び率について、全国平均と宮城県を比較す

ると、全国平均は約 0.46％の増であるのに対し、宮城県は約 0.89％の増となっており、全国平

均の伸び率よりやや大きくなっています。 

各都道府県の後期高齢者 1 人当たりの年間の医療費については、次ページをご覧ください。 

 

後期高齢者 1 人当たりの年間の医療費の推移（過去 10 年間） 
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出典：公益社団法人国民健康保険中央会 医療費速報 参考資料（令和２年度） 

後期高齢者一人当たり医療費の都道府県順位（単位：円） 
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３．保健事業 

（１）健康診査事業 

広域連合では、被保険者の皆様の健康を保持するとともに、生活習慣病を早期に発見し治療す

ることで、健康な身体を取り戻していただくため、被保険者の皆様を対象とした健康診査を毎年

度市町村へ委託して行っています。 

健康審査の項目健診 

 区 分 検査項目 

費
用
負
担
な
し 

調 査 服薬歴・既往歴 

脂 質 中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール 

肝機能 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） 

代謝系 空腹時血糖又はヘモグロビンＡ１ｃ 

尿・腎機能 尿糖・尿蛋白 

検 査 自覚症状・多覚症状の有無 

計 測 身長・体重・ＢＭＩ・血圧 

医
師
の
判
断
に
よ
り
実
施 

貧血検査 

(血液一般) 
血色素量・赤血球数 

心機能 心電図検査 

眼底検査 眼底検査 

クレアチニン検査 血清クレアチニン検査（eGFR） 

 

（２）歯科健診事業 

うがいや歯磨き、入れ歯の掃除などを行い、口の中を清潔に保つことによって、「誤嚥
ご え ん

性
せ い

肺
は い

炎
え ん

」

※など高齢者に多く発生する病気を予防することができます。 

広域連合では、このような病気の予防のために平成 22 年度から無料で歯科健診（歯と口腔衛生

状態などの確認）と事後指導（歯磨き指導など）を実施しています。 

 

【令和 3 年度の実施状況（目標値：15.4％）】 

◎対 象 者：昭和19年4月1日～昭和21年3月31日生まれの方 

◎健診の期間：令和 3 年 8 月 2 日から 11 月 30 日まで 

◎歯科医院数：683 医院 

【令和 2 年度】 

◎新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

 

 
※誤嚥

ご え ん

性
せい

肺炎
はいえん

とは･･･物を飲み込む働きを「嚥下
え ん げ

機能」、口から食道へ入るものが気管に入る

ことを「誤嚥
ご え ん

」と言います。誤嚥
ご え ん

性
せい

肺炎
はいえん

は、嚥下
え ん げ

機能障害により唾液や食物、胃液など一緒

に細菌が気道に誤って入ることにより発症します。 
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1 仙台市 111,094 36,165 32.55% 8 113,986 35,605 31.24% 7

2 石巻市 22,362 6,373 28.50% 12 22,484 6,312 28.07% 11

3 塩竃市 8,933 2,021 22.62% 21 8,998 1,608 17.87% 25

4 気仙沼市 12,115 2,804 23.14% 19 12,203 2,300 18.85% 22

5 白石市 5,650 1,107 19.59% 28 5,642 1,033 18.31% 23

6 名取市 7,875 3,660 46.48% 4 8,128 3,248 39.96% 3

7 角田市 4,594 747 16.26% 31 4,585 834 18.19% 24

8 多賀城市 6,605 1,995 30.20% 9 6,800 1,789 26.31% 12

9 岩沼市　 4,931 1,217 24.68% 16 5,017 881 17.56% 27

10 登米市 13,448 3,555 26.44% 14 12,976 3,174 24.46% 14

11 栗原市 13,424 2,880 21.45% 25 13,102 893 6.82% 35

12 東松島市 5,198 1,102 21.20% 26 5,252 821 15.63% 29

13 大崎市 18,445 3,791 20.55% 27 18,299 2,735 14.95% 30

14 富谷市 4,017 1,922 47.85% 2 4,232 1,605 37.93% 4

15 蔵王町 2,059 333 16.17% 32 2,071 296 14.29% 31

16 七ヶ宿町 390 186 47.69% 3 357 182 50.98% 2

17 大河原町 3,041 1,626 53.47% 1 3,099 1,595 51.47% 1

18 村田町 1,743 407 23.35% 18 1,702 399 23.44% 16

19 柴田町 4,976 1,481 29.76% 11 5,041 1,440 28.57% 10

20 川崎町 1,391 535 38.46% 6 1,385 484 34.95% 5

21 丸森町 2,764 414 14.98% 34 2,618 545 20.82% 20

22 亘理町 4,537 1,003 22.11% 24 4,558 1,059 23.23% 17

23 山元町 2,346 564 24.04% 17 2,410 588 24.40% 15

24 松島町 2,680 593 22.13% 23 2,622 572 21.82% 18

25 七ヶ浜町 2,488 623 25.04% 15 2,545 453 17.80% 26

26 利府町 3,301 991 30.02% 10 3,341 831 24.87% 13

27 大和町 2,875 814 28.31% 13 2,848 828 29.07% 9

28 大郷町 1,337 298 22.29% 22 1,371 292 21.30% 19

29 大衡村 746 268 35.92% 7 740 222 30.00% 8

30 色麻町 1,024 234 22.85% 20 1,005 128 12.74% 33

31 加美町 4,069 646 15.88% 33 3,952 478 12.10% 34

32 涌谷町 2,630 501 19.05% 30 2,595 510 19.65% 21

33 美里町 4,068 796 19.57% 29 4,054 634 15.64% 28

34 女川町 1,334 530 39.73% 5 1,305 444 34.02% 6

35 南三陸町 2,291 339 14.80% 35 2,210 303 13.71% 32

290,781 82,521 28.38% - 293,533 75,121 25.59% -

※　　は、令和3年度地域懇談会開催地。

Ｎo. 市町村名

令和2年度

対象者数
Ａ（人）

受診者数
Ｂ（人）

受診率
Ｂ／Ａ

順位
対象者数
Ａ（人）

受診者数
Ｂ（人）

受診率
Ｂ／Ａ

順位

合計

※対象者数は、４月１日現在。

令和元年度

 

 参考        【県内市町村別健康診査受診率の状況】 
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４．医療費適正化事業 

（1）医療費適正化事業について 

被保険者が必要に応じて適切な医療を受けることができる体制を構築することは保険者

である広域連合の責務であり、また、今後、被保険者が増加していく中、持続可能な制度を

堅持するためにも医療費の適正化を図ることが求められています。 

広域連合では、ジェネリック医薬品の使用を推進することにより、医療費の削減に努めて

います。また、被保険者の皆様の医療費を定期的に通知することにより、皆様の健康意識向

上の補助を行っています。 

 

（2）ジェネリック医薬品希望シールの配布 

「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」には、先発医薬品と同じ効能があり、価格が先発

医薬品に比べて安価であるという特徴があります。よって、ジェネリック医薬品の使用によ

り、お薬代の自己負担額軽減や医療保険財政改善が期待されます。 

広域連合では、被保険者の皆様が医療機関で相談しやすいよう、被保険者証送付時に「ジ

ェネリック医薬品希望シール」を同封し、配布しております。（配布実績：約３４万枚） 

 

ジェネリック医薬品希望シールのイメージ 

（希望される場合は、保険証やおくすり手帳の余白部分に貼付けてください） 

 

（3）ジェネリック医薬品差額通知事業 

広域連合では、令和2年4月に処方された先発医薬品からジェネリック医薬品（後発医薬

品）へ切替えた際に、お薬代の負担がどのくらい減るか（自己負担額の差額）をお知らせ

する「ジェネリック医薬品差額通知書」を送付しています。 

被保険者の皆様は、通知書を基に医師・薬剤師等へ薬剤の切替えを相談し、お薬代の自

己負担軽減を行うきっかけを持つことができます。 

令和2年度のジェネリック医薬品への切替率と削減効果額を検証しました。
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（4）医療費通知 

 被保険者の皆様に健康意識を高めていただくため、医療機関でかかった医療費の額を年

に３回（8 月、１月、３月）お知らせしています。通知には、「診療年月」「医療機関名称」

「診療区分」「日数」「医療費総額」「自己負担相当額」「食事療養費」などが記載されていま

すので、ぜひご覧いただき、ご活用ください。なお、令和４年度は年に２回（１月、3 月）

のお知らせに変更予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知書のイメージ図(A4サイズ) 

 

〇令和２年度ジェネリック医薬品差額通知実績 

 

➀ 通知対象者 ：  １０,０７９人※ 

② 切 替 数 ： ８１４人 

③ 切 替 率 ： ８．０８％（令和２年９月調査） 

④ 削減効果額  ：  １,６１３,０００ 円の減 

 

※生活習慣病や慢性疾患に処方される先発医薬品を服用して 

いる被保険者で、1カ月あたりの自己負担額の差額が大きく、 

年齢の低い方が対象です。 

 

医療費通知書のイメージ拡大図(A4サイズ) 

 

〇〇医院 
〇〇医院 

令和 2 年 11 月 

令和 2 年 12 月 

医科入院 

99999999 

30 
31 348,420 

359,760 

15,000 

15,000 

93 

 
90 

 

59,100 

 
61,070 

9,300 
9,000 

〒999-9999 
宮城県〇〇市××9999番地 
 
広域 太郎 様 

広域 太郎 様 

令和 3 8 27 

令和 2 11 令和 3 4 

医科入院 

99999 99999 99999 － 

 

99999999 

－ 
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５．広報事業 

広域連合では、被保険者の皆様に被保険者証や保険料決定通知書を郵送する際に、制度に関する

お知らせのリーフレットを同封したり、各医療機関や各市町村の窓口に依頼してポスターを掲示す

るなど、様々な広報活動を行っています。また、各市町村広報誌へ制度に関する記事の掲載を依頼

しています。 

リーフレット(令和３年 6 月) 
A４サイズ相当６頁両面 

年次更新時等被保険者証に 
同封（354,000 部） 

リーフレット(令和３年６月) 
A４サイズ相当両面 
対象者へ個別に郵送 

（60,105 部） 

リーフレット(令和３年 5 月) 
B5 サイズ相当４頁両面 

保険料額決定通知書に同封 
（289,100 部） 

 
 

ポスター(令和３年 5 月) 
A2 サイズ 

市町村窓口・医療機関に掲示 
（5,500 部） 

冊子(令和３年 3 月) 
A4 サイズ（24 頁）  
市町村の窓口へ設置 

（16,000 部） 

リーフレット(令和３年２月) 
A４サイズ相当６頁両面 

４～７月年齢到達者分被保険
者証に同封（19,000 部） 
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Ⅲ 
令和３年度予算 

被保険者の皆様の保険料と県

内各市町村の負担金を財源とす

る広域連合は、保険者として「安

心医療の確保」と「制度の安定

運営の確保」の 2 つを基本理念

として制度運営の充実を図って

います。 

また一方で、さらなる効果的

かつ効率的な事務の遂行と事業

の実施が求められるため、最小

の経費で最大の効果を上げるこ

とを念頭に、予算の編成を行っ

ています。 
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１．一般会計令和３年度予算（令和３年１０月２５日現在） 

 一般会計予算には、議会費、広域連合事務局運営に係る事務経費（市町村村から派遣されている

職員の人件費負担金、事務所使用料、及び内部情報系システム保守業務委託料等）、及び特別会計

繰出金に要する経費を計上しています。 

それらの経費は、県内 35 市町村が負担する共通経費負担金からまかなわれています。 

 

  

（その他の歳入及び歳出） 

財産収入（基金運用収入） 8千円 議会費（議会運営費用等） 273万4千円

諸収入（預金利子、雑入等） 7万9千円 予備費 1,000万円

歳　入 歳　出

 

 

分担金及び負担金 

6 億 3,823 万 1 千円 

※各市町村が負担する

共通経費負担金 

令和３年度歳入歳出予算総額 7 億 4,200 万 6 千円 

（単位：千円） 

総務費（事務経費） 

2 億 6,344 万 6 千円 
 

民生費（特別会計繰出金） 

3 億 9,687 万 6 千円 
 

(基金)繰入金 3,473 万 7 千円 
 

繰越金 6,895 万 1 千円 
 

総務費（基金積立金） 

6,895 万円 
 



２１ 
 

２．後期高齢者医療特別会計令和３年度予算（令和３年１０月２５日現在） 

特別会計予算には、医療給付費や健康診査などの保健事業に要する経費を計上しており、保険給

付費が歳出の大部分（約 94.2％）を占めています。保険給付費は、公費（国・県・市町村）、現役

世代からの支援金、及び被保険者の保険料からまかなわれています。 

   

（その他の歳入及び歳出） 

繰入金（基金繰入金） 52億8,625万5千円 諸支出金（保険料還付金等） 18億478万円

諸収入（第三者納付金等） 2億742万2千円 保健事業費（健康診査費等） 11億6,413万8千円

特別高額医療共同事業交付金 6,349万1千円
総務費（被保険者証作成経
費、広報周知経費等）

5億351万6千円

予備費 2億1,000万円

特別高額医療共同事業拠出金 8,068万1千円

財政安定化基金 1千円 公債費（一時借入金利子） 329万2千円

歳　入 歳　出

財産収入（基金運用収入） 11万7千円

 

令和３年度歳入歳出予算総額 2,686 億 2,857 万 6 千円 

（単位：千円） 

支払基金交付金 

1,028 億 8,607 万 1 千円 

※現役世代からの支援金 

 

国庫支出金 

820 億 6,609 万 9 千円 
 

保険料等負担金（市町村負担金） 

253 億 5,203 万 6 千円 

県支出金 209 億 8,030 万円 

保険給付費 

2,530 億 1,355 万 5 千円 

基金積立金 118 億 4,861 万 4 千円 
療養給付費負担金（市町村負担金） 
199 億 3,828 万 7 千円 
 

繰越金 118 億 4,849 万 7 千円 



 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

『令和３年度版 後期高齢者医療の事業概要』 

 

作 成 宮城県後期高齢者医療広域連合 

住 所 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２－３  

宮城県自治会館９階 

連絡先 宮城県後期高齢者医療広域連合 総務課 

TEL 022-266-1026 ／FAX 022－266-1031 

E-mail info@miyagi-kouiki.jp 

U R L http://www.miyagi-kouiki.jp/ 
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